
私費外国人留学生学習奨励費給付制度  

 

対象：大学院に正規生あるいは研究生として在籍する私費外国人留学生であり、かつ、

在留資格「留学」を有する者。国費外国人留学生及び外国政府の派遣する留学生は申請

できない。 

 

条件：学業・人物ともに優れ、経済的理由により修学に困難があり、かつ次の１～４の

条件を満たす者 

１．前年度の成績評価係数が、2.3 以上であり、受給期間中においてもそれを維持する

見込みのあるもの。（計算方法及び詳細は、添付書類１を参照すること） 

２．仕送りが平均月額 90,000円以下であること。（入学料・授業料等は含まない） 

３．他から受けている奨学金等の受給月額の合計が、48,000円未満であること。 

４．在日している扶養者の年収が 500万円未満であること。 

５．学習奨励費受給後に、JASSO が在籍大学を通じて行う進路状況調査に協力できる

者であること。なお、この進路状況調査は、長期に渡り継続的に実施するものである。 

 

奨学金枠：1 

 

給付月額：48,000円  

 

給付期間：2015年 10月～2016年 3月 

 

提出書類： 

①応募者データ（Applicants Data）（添付書類１， ①「応募者データ」②「計算シート」

の２シートを記入すること）1通 

②民間奨学金申請調書（添付書類２）1通 

③現課程の成績証明書 （2015年 10月入学者は提出不要） 1通 

現課程に進学する直前の学校又は課程の成績証明書 1通 

④所定の申請書（添付書類３）1通 

⑤在留カード、または外国人登録証明書（写）（表・裏）1通 

⑥「ゆうちょ銀行通常口座通帳」の写し（表紙をめくった「口座名義及び口座番号記載」

部分のみ）1通 

 

応募締切：  2015年 9月 28日（月）午後 5時 

 

書類提出先・問合せ： 新領域創成科学研究科 国際交流室 （ilo@k.u-tokyo.ac.jp） 

   （環境棟 120号室） 

 

今後の予定：  10月 1日（木）までに、メールで結果通知をします。給付が決

まった方は 10月 5 日（月）午後 5時までに国際交流室に来室し

て、署名をしていただくことが必要です。 

http://www.ilo.k.u-tokyo.ac.jp/wp-content/uploads/2015/09/Att1_applicantsdata2015oct1.xls
http://www.ilo.k.u-tokyo.ac.jp/wp-content/uploads/2015/08/shinseichosho-j-20150801.doc
http://www.ilo.k.u-tokyo.ac.jp/wp-content/uploads/2015/09/Att3_Jasso_applicationform2015oct_J1.xls
mailto:ilo@k.u-tokyo.ac.jp

